
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            ３月の在宅当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。

日　時　３月１６日（水）

　　　　午後１時～３時まで

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1226

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。
   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

   ６日　福　島　医　院（内科・外科）　　　　　　 東松山市　　22-8050

１３日　峯　医　院（婦人科・小児科・外科）　　　 東松山市　　22-0005

２０日　武蔵嵐山病院（内科）　　　　　　　　　　 嵐山町　　　62-7282

２１日　瀬　川　病　院（内科・外科・整形外科）　 小川町　　　72-0328

２７日　森田クリニック（内科・外科）　　　　　　 吉見町　　　53-2220

　　平成２３年度スポーツ安全保険のご案内
　（財）スポーツ安全協会では、３月１日より平成２３年度スポーツ安全保険

の加入を受け付けています。

申込み　郵便局窓口で払込後、払込受付証明書を添付した加入依頼書を埼玉県

　　　　支部へ郵送してください。

対　象　スポーツ活動や文化活動などを行う５名以上の団体

対象となる事故の範囲　団体管理下での活動中（国内）の事故など

掛　金　中学生以下６００円・１，１５０円・９，０００円

高校生以上６００円～９，０００円※活動内容により異なります。

保険期間　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

補償内容　傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険

加入依頼書配布場所　教育委員会事務局

問合せ　（財）スポーツ安全協会埼玉県支部 　0 4 8 - 8 2 2 - 8 9 5 0

　　　    国 税 専 門 官 を 募 集 し ま す
【受験 資 格】１ 昭和57年4月2日～平成2年4月1日生まれの者

　　　　　　　２ 平成2年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの

　　　　　　　　（１）大学を卒業した者および平成24年3月までに大学を卒

　　　　　　　　　　　業する見込みの者

　　　　　　　　（２）人事院が(１)に掲げる者と同等の資格があると認める

　　　　　　　　　　　者

【試験の程度】 大学卒業程度

【申 込 期 間】  4月1日(金)～4月14日(木) ※4月14日までの通信日付印有効

【試  験  日】 第1次試験 6月12日 (日)

　　　　　　　 第二次試験 7月19日(火)～26日(火)のいずれか１日

　　  （第１次試験合格通知書で指定する日時）

【問 合 せ 先】 関東信越国税局 人事第二課 試験係  　0 4 8 - 6 0 0 - 3 1 1 1

         平成２３年度交通災害共済のご案内
●交通災害共済とは・・・

　みなさんが会費を出しあい、交通事故によって死亡したり、けがをしたとき、

見舞金をお支払いする相互扶助制度です。

●共済会費

　年額　一般･･･９００円　中学生以下･･･５００円　中途加入も同額です。

●申込み方法

　すでに区長さんを通じて各世帯へ申込書を配布していますので、加入希望の

方は申込書に記入し、会費を添えて区長さんまたは役場総務課へ提出するか、

郵便局でも加入手続きが可能です。役場・郵便局にも申込書があります。

　村内保育園児・小中学生については、保育園・各学校で一括加入いたします。

　詳細については、申込書と一緒に同封されているパンフレット等をご覧いた

だくか、役場総務課へお問合せください。  総務課 　８２－１２２６

消費生活相談窓口の開設
 ◆ 消費生活豆知識『内職商法』◆

 問  内職（サイドビジネス）商法と

      はなんですか？

 答 「簡単な仕事で空いた時間に高

      収入になる」などとうたい、さ

      まざまな名目で事前に高額な費

      用を請求されます。「月々の収

      入で返済できる」と説明されま

      すが、実際にそれだけの仕事を

      紹介される保証はありません。

      注意しましょう。くわしくはお

      問い合わせください。

日　時　毎週金曜日

　　　 （祝日・年末年始を除く）

午前10時～午後3時30分

　　　 （正午～午後1時は除く）

※ 都合により変更になる場合があり

　 ます。

場　所　産業建設課

費　用　無料

問合せ　産業建設課　８２－１２２３

 就 学 援 助 に つ い て

　東秩父村では、小・中学校に通学す

る子どもたちが学校で安心して勉強で

きるよう、保護者の方に教育費（学用

品、給食費など）の一部を援助する制

度を設けています。

　援助が受けられるのは、経済的な事

情で教育費の支払いに困っておられる

方ですが、家庭の状況、家族の人数、

所得の額によっては、この制度を受け

られない場合もありますので、援助を

希望される方は、東秩父村教育委員会

（　 ８２－１２３０）にご相談くださ

い。


